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平成21年第４回太子町議会定例会（第419回町議会）会議録（第３日） 

平成21年６月９日 

午 前 10 時 開議 
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１ 議案第33号 平成21年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第１号） 

２ 議案第34号 太子町税条例等の一部を改正する条例の制定について 

３ 議案第35号 太子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

                本日の会議に付した事件 
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２ 議案第34号 太子町税条例等の一部を改正する条例の制定について 

３ 議案第35号 太子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 
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        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前10時00分） 

○議長（熊谷直行） 平成21年第４回太子町

議会定例会第３日目におそろいでご出席いた

だき、ありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は15名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成21年第

４回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手許に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第３３号 平成２１年度 

       兵庫県太子町一般会計補正予 

       算（第１号） 

○議長（熊谷直行） 日程第１、議案第33号

平成21年度兵庫県太子町一般会計補正予算

（第１号）を議題とします。 

 本案については、６月４日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 
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 長谷川原司議員。 

○長谷川原司議員 ６ページの農業費補助金

についてお尋ねします。 

 このひょうご市民農園整備事業補助金、こ

れは兵庫県の事業ですけれども、これ補助率

が10分の10となっておるんですけれども、本

来総事業費に対して県は補助率は２分の１で

あると思うんですけれども、このお金の流

れ、また12ページの事業に対してのその補助

団体とか、そういうことをもう少し説明お願

いします。 

 それと、労働費補助金の緊急雇用就業機会

創出市町事業費補助金及びふるさと雇用再生

市町事業費補助金、これはどういうふうな目

的でもってこの補助金が出て、また歳出にお

いて家屋一棟調査委託料、現況確認調査委託

料、公図照会調査委託料、これは緊急的に上

がった事業なんでしょうか。 

 それとまた、この事業の中身の説明をお願

いします。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 まず、ひょうご市民農園整備事業の件でご

ざいますけども、これにつきましては県費が

150万円ということで、これをそのまま補助

金としてその市民農園を実施される方に補助

をするということで、形としては10分の10を

そのまま流すということでございます。 

 しかしながら、今ご質問がありましたよう

に、この事業につきましては県の事業でござ

いまして、いわゆる非農家や都市住民のレク

リエーションとしての自家用野菜や花の栽培

を通じまして高齢者の生きがいづくりを応援

するという内容でございまして、基本的には

県の事業としましては５割を地元の対応とい

うことでございますが、中身としましては

10分の10そのまま流れるということでござい

ます。 

 もう一点ご質問は、６ページの労働費県補

助金でございますけども、このうちの緊急雇

用就業機会創出市町事業費補助金とふるさと

雇用再生市町事業費補助金でございますけど

も、これにつきましては、要は経済情勢の急

激な変動で離職をされた非正規労働者や中高

年齢者の臨時的な、臨時的ないいますのは、

緊急雇用創出事業、それとふるさと雇用再生

特別基金事業につきましては、これもやはり

内容的には離職者を前提としました雇用でご

ざいまして、これにつきましては安定的な雇

用機会を創出することも含まれております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 12ページの委託

料の３点でございますが、内容的には先ほど

冨岡部長のほうが説明しました緊急雇用就業

機会創出事業としてやらせていただく予定で

ございます。 

 内容的には、まず家屋一棟調査でございま

すが、これにつきましては正しい課税、公平

な課税を行うという観点から課税家屋につい

て的確な現状把握を行うという委託でござい

ます。 

 現況確認調査のほうでございますが、これ

につきましては都市計画税導入、今のところ

はまだ具体的には決まっておりませんが、そ

ういったときにおける整合性を持たせるため

に、土地及び建物の位置が市街化区域の内外

かを既存資料とあわせて現地調査を行いまし

て確認をしていくという事業でございます。 

 それと、公図照会調査でございますが、こ

れも正しい確認を行い、住民サービスの向上

をさすということで、法務局の登記内容と町

の課税情報の内容につきまして課税上、現況

との整合性を保っているかどうかの確認をさ

せていただくということの事業でございま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 長谷川議員。 

○長谷川原司議員 まず、この農園整備事業

について、太子町は今までふれあい農園とし

て太子町が主体として貸し農園事業を行って

きたんですけれども、今回改めましてこの県

の補助金まで取って太子町のそういう農業に
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対して整備していこうとか、そういうことを

されているのは本当にいいことだと思うんで

すけれども、この補助団体に対しての今後の

太子町の支援というのはどのようにしていく

のか、そういう点についてお聞きします。 

 それと、この失業された方に対して短期的

にでも雇用の場を与えようとするこの兵庫県

の緊急雇用就業機会創出事業について、そう

すると、この委託料とするについては解雇さ

れた人に対してこの課税に対しての正しい状

況をするということに対して、その解雇され

た人を雇うということでよろしいでしょう

か。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 先にひょうご市民農園整備事業でございま

すけども、これにつきましては町としました

ら、要は県に対しての補助申請及びそれに伴

います事務、いわゆるその団体に対してでき

ないことがあれば手助けとか、国に対しての

補助や県に対しての補助をやっていくという

ことで、事務等に対しましての支援を行って

いくということでございます。 

 それともう一点、離職者緊急雇用創出の関

係でございますけども、これにつきましては

離職者及び中高年齢者ということになってお

りますので、やはり離職者も当然含みますけ

ども、中高年齢者で、いわゆる仕事を求めて

る方についても同様の扱いになるということ

でございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 先ほどの委託料

の関係３点でございますが、要件といたしま

しては、事業費に占める人件費割合がおおむ

ね７割以上、そして事業に従事する全労働者

に占める新規雇用の失業の割合がおおむね４

分の３以上という条件がございます。 

 この３点につきましては、一応人数的には

家屋一棟調査につきましては労働者数８名、

そのうち新規失業者６名という予定でござい

ます。現況確認調査におきましては、全労働

者４名に対しまして新規雇用が３名。それ

と、公図照会につきましては、全労働者４名

に対しまして新規雇用３名という形で予定を

させていただいております。 

○議長（熊谷直行） 長谷川議員。 

○長谷川原司議員 いや、この委託料につい

て特に聞きます。 

 これ今説明ありましたけれども、この兵庫

県の緊急雇用就業機会創出事業というのは失

業された方のために雇用期間がおおむね６カ

月未満の一時的な仕事の提供及びそのふるさ

と雇用再生事業では１年以上の継続的なお仕

事を提供するという、そういう具体的になっ

ておるわけですけれども、今この人数と新規

雇用が何名とか言われたんですけれども、例

えばその太子町がこういう仕事をお世話する

とか、または仕事のあっせんをするとか、そ

ういう感じかと思っておったんですけれど

も、その募集とか情報の提供はどのような格

好でされるんでしょうか。 

 それと、新規雇用とおっしゃいましたけれ

ども、太子町の職員として新規雇用というと

らえ方でよろしいんでしょうか。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） あくまでふるさ

と雇用再生事業につきましては１年以上の雇

用という条件ございます。それと、緊急雇用

につきましては６カ月という形でございます

ので、あくまでこれは役場の職員云々という

話じゃございません。事業の中におきまし

て、その地域の方を雇用するという就業の機

会を与えるということでございますので、委

託に出しました中で条件をつけまして太子町

内の方というような形の条件をつけまして募

集をかけるということであり、この募集の方

法につきましては広報、ハローワーク、そう

いったところでもって募集をかけるというこ

とでございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 嶋澤達也議員。 
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○嶋澤達也議員 先ほど長谷川議員もお尋ね

されてましたけれど、冨岡部長の答弁では十

分にわかりませんので、再度このひょうご市

民農園の整備事業ですね、これについてもう

少しわかるように説明を求めます。 

 それとあと、自然学校ですね。これごっつ

い減額してますし、補助金も減ってますが、

この自然学校推進事業でこの300万円も減額

するということ自体についてもう少し説明を

求めます。 

 それで、同じくそれに対する豊かな体験活

動推進ね、これをもう少し詳しく説明を求め

ます。 

 それと、それだけとりあえずお願いしま

す。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 ひょうご市民農園整備事業でございますけ

ども、これにつきましては、この県補助につ

きましては単年度事業ということになってお

ります。それと、今の予定ではこの市民農園

につきましては、いわゆる農地の貸し付けに

つきましては今の時点では５年契約というこ

とになっております。 

 それと、中身につきましては、補助の対象

としまして中身の条件といいますか、要件で

ございますけども、交流広場の設置とかベン

チの設置、それとイベント掲示板の設置と

か、コンポスト、いわゆる野菜の肥料化にす

るとか、そういうものを含んだ中での事業計

画の中で県に申請し、それに伴って県からの

補助がおりてくるということでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 自然学校関係のこ

とについてお尋ねでございます。 

 ご存じのように、自然学校推進事業という

ことで全小学校５年生を対象にして20年近く

今も継続してやっておる事業でございます

が、それが国のほうの委託金でもって豊かな

体験活動推進事業という事業がございます。

それで、太子町の太田小学校が指定校という

ことで指定されましたので、県の事業から国

の事業に乗りかえといいましょうか、ですか

ら県の自然学校推進事業、補助金で言います

と、６ページの102万4,000円を減額し、国の

委託金でございます豊かな体験活動推進事業

の229万4,000円をいただくというような事業

でございます。それで、ですから14ページの

ところでは負担金のところで国の豊かな体験

活動推進事業補助金ということで371万

8,000円と自然学校の推進事業では324万

9,000円を減額していくと。指定校といたし

ましては太田小学校が指定校になっておりま

す。自然学校の県の事業では４泊５日ですけ

れども、国の体験事業のほうは５泊６日の予

定というような違いがございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 再度お尋ねしますが、その

ひょうご市民農園の冨岡部長の答弁ですが、

これはいろいろな事業が今聞きましたけれ

ど、これは産業経済課の職員で大体のことを

事業をこなしていくということでよろしいん

でしょうか。 

 ほいで、いろんな今事業のあれや、コンポ

ストや何や言うてましたけど、コンポストは

生活環境ですし、いろんなことは今言ってま

したけれど、ほなどこが主体になってどうい

うことをしていくんかということで、ひょう

ご市民ということである以上は補助金につい

てどんな団体があると思うんですよ。それは

どこのどなたとか、それとも広く太子町がこ

ういうことを今言われた事業をしていくん

か、何かひょうご市民農園というたら、また

新しいことがあるんかいな思うて150万円も

の大金をどういうふうに使うんかということ

はちょっと心配になりますんで、それ再度も

う少しわかりやすく説明してください。わか

らんのは僕だけかもわかりませんけど。 

 それから、豊かな体験の自然学校、これは

国から県へとか、県から国というような説明

ありましたけれど、中身は大体一緒というこ
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とですか。これ事業の名目が違うというだけ

かなあ。 

 ほいで、一番肝心なことは、子供に対し

て、一応５年生ということでしたけれど、５

年生に本当にこういう自然のことや豊かに体

験さすということは、教育委員会としてはそ

れだけの、事業の名前は変わったけど内容と

かカリキュラムとか、そういうもんもいい方

向に向こうとんか、その辺のことを再度お尋

ねします。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 市民農園の件でございますけども、これに

つきましては今の予定では特定非営利法人ネ

ットワーク太子の風が、いわゆるこの補助を

受けて実施したいということで考えておられ

ます。 

 それと、場所につきましては福地の、いわ

ゆる権現社さんというんですか、あそこの南

のところでございまして、面積は約3,700平

米ということになっております。 

 それともう一点、先ほども言いましたよう

に、主体はあくまで太子の風でございますの

で、先ほども言いましたように、町としまし

たら事務の支援とか、この団体がどうしても

県とのかかわりも幾分か出てこようと思いま

すので、その協議の中に入っていくとか、町

の支援とはそういうことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 自然学校と豊かな

体験活動推進事業との違いということなんで

すけども、大きな違いはございません。同じ

ようなことで、その国のほうのメニューとし

ては豊かな体験活動推進事業、県の補助事業

のメニューは自然学校というような事業でご

ざいます。ご案内のように、これは20年を超

してこの事業は継続されている事業でござい

まして、子供たちの生きる力をはぐくむとい

いましょうか、そういう自然の体験活動の場

として教育的な効果を上げてきていると。で

すから、20年超えて続けてきているんだろう

と。ご案内のように、竹細工をしてみたり、

山へ登ったり、飯ごう炊さんをしたり、テン

トを建てたり、自分らで、そういうような自

然体験をしているような事業でございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 嶋澤議員。 

○嶋澤達也議員 冨岡部長の答弁で太子の風

というＮＰＯがあるということで、ＮＰＯが

こういう事業をしたいんで県の補助金を役場

が取ったというんかなあ、そういうふうに理

解する、理解じゃなしに思うんですよ。太子

の風というたらどんな団体で、どんな人のメ

ンバーで、どないなこと活動しよってんね

ん、太子の風というて僕初めて聞きますけ

ど。それについてもう少し詳しく教えてくだ

さい。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 太子の風といいますのは、20年度から川島

で、いわゆるこれまで貸し農園ですか、ふれ

あい農園されておられた方がちょっとできな

いということで、その後をそこでやっていた

だいております。メンバーの人数につきまし

ては、はっきりした人数については把握して

おりませんけども、そういうことで今現在そ

ういう農業のこういう貸し農園ですか、そう

いうものを現在もやっておられると。ですか

ら、20年、21年と川島のほうで実施されてい

るということでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 この補正予算だけに限らん

のですけど、太子町のいわゆる施策ですね、

予算を使うということは施策をするというこ

となんですけど、他町と比べてこういう特色

のある事業をやっとるということがあれば、

あればですよ、あれば言ってください。 

 それから、12ページでいわゆる委託料、家
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屋とか、現況の何名か採用して云々という話

あったんですけども、これは資格がいると思

うんですけれども、調査するのに。資格を持

っとる人が１人おって、後はそうでない人と

いうことですか。それとも、全員が資格者と

いう意味なんですか。その辺をお尋ねいたし

ます。 

 もう一点は、いわゆる次のふるさと雇用の

対策費の中の委託料なんですけれども、下水

道と出土物、出土遺物ですか、これの委託な

んですけれども、これもともとこういう趣旨

のお金と違うんでしょう、国が出すというの

は。もっと事業というか、新しい何かを創設

して、もっと波及効果のある使い方をしてほ

しいというのが国の願いと違うんですかな。

ただ、補助金出すから、それどないでも使え

よというのとは僕は違うと思うんですけど

ね。いろいろテレビ、そらあテレビ、新聞ぐ

らいしか我々はその情報入らんのですけど

も、しかしこれの予算の国の予算委員会のや

りとりを聞いておったら、どうも違うぞと。

麻生内閣がえらい気張って言いよったあの予

算と違うんかと思うんやけども、下水道管の

施設点検事業委託、こんなんしたって、これ

業者がやることであって、今までの既存の業

者でしょう、やるのは。新しい業者がやるわ

けでもなし、波及効果も何もあらへんけど思

うけども、従来の下水道施設の点検以上に何

を特別にやるんかなあということをお尋ねし

ます。 

 それから、先ほどのその米の生産調整推進

費の中でＮＰＯの太子の風いうことはようわ

からんとおっしゃってたけども、ようわから

んとこ金出すんかなと。つかみやねですか。

いや、ＮＰＯというたらほんなもんと違うで

しょう。全部わかっとるはずやで。ＮＰＯと

いうたら普通の会社と一緒ですからね、言う

とくけども。そらもう慈善団体でも何でもな

いんやでな。そんなとこ金出されへんで。県

が厳格な検査をして許可しとんやからね。ほ

んまにきつい、かなりのきつい検査します

よ、県は。金の出入りから何から、人の何か

ら、それから会議録から何から、全部そろえ

ないかんのやから。会議するために全部会議

録そろえて。会計ももちろん、もう監査もお

って、もう普通の会社と同じことやっとんの

やから、それを県に毎年提出するはずやか

ら、少なくとも町が補助金を出すんなら県に

提出したその、いわゆる事業決算書みたいな

ものは出さすのが当たり前違いまっかと私は

思うんですけども、そんなもんも見んと、ど

このだれやわからんと、何や川島でしょって

やから150万円出すんやというのでは、これ

は納得いかないと思うんですけれども、お尋

ねいたします。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、雇用の資

格がいるかどうかということでございます

が、この調査に当たりましては新規雇用が全

体に占める割合の70％以上とか、そういった

形でございまして、あと残りの人数の方がそ

の業者のほうでもって資格を、委託する中の

業者のほうでのそういう資格を持っておられ

る方というんですか、経験豊富な方といいま

すか、そういったものでございまして、資格

云々というのは特にはございません。ただ、

そういう内容を調査するに当たりましては、

やはりそういった経験なり、ある程度のそう

いう技術的なものを持ち合わせた者が指導者

となりまして、新たにその新規の雇用の方を

指導しながら業務を行うという形でございま

す。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 まず、ふるさと雇用対策費の委託料で下水

道施設管理点検事業委託料、これにつきまし

ては、事業の中身につきましては、要は下水

道施設を公営企業法の法適をするために、い

わゆる整備年度とか場所を調べまして資産台

帳を作成するということでございます。です

から、これは基本的には委託事業でございま

すので、こういう調査を新規雇用の中からこ

ういう経験を踏まえていただくことで、また
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他の団体での公営企業の法適化の作業の中で

新規再雇用が見込まれるということでござい

ます。 

 それと、ひょうご市民農園整備事業の件で

ございますけども、これにつきましては太子

の風ということで、先ほど上田議員が言われ

ましたように、県の検査があってそういう登

録にかなり厳しいと、きついということでお

話しされておりましたが、そういった中で川

島のほうの実績等もありますし、また今回そ

ういうことを希望されておりますので、いわ

ゆる負担金補助等をしていきたいということ

での補正でございます。 

 また、今後その申請するに当たって、今言

われてました決算書ですとか、そういう内部

の定款とか規約等があるんでしたら、それも

収集していきたいというふうには考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 他町と比べて違う

ところがあればというご質問なんでございま

すが、一般論といたしまして私ども地方自治

体は法令等に従って事務を進めております。

その中でいろいろマスコミ等に出てくるユニ

ークな施策をやってるところはあることは承

知しておりますが、今のところ本町にとりま

しては、財政課サイドからお答えするとすれ

ば、非常にスタンダードな行政を展開してる

ということでございます。 

 ただ、一つだけここで申し上げることがで

きるとすれば、今次補正には上がっておりま

せんが、当初予算でもって社会福祉課が行っ

ております保健福祉会館内での療育事業、ご

承知のように、身障児の療育事業を単費でも

って展開しております。これはこの近隣には

ないものというふうに私は誇れる事業だと思

っております。理学療法士、心理療法士、ま

た音楽療法士等を配置しながらやっておりま

す。それは微々たるものかもわかりませんけ

ども、恐らく、ちょっと今手許に当初予算書

は持ってないんですが、400万円ぐらいかけ

てやっておりますが、微々たるものと言えば

微々たるものと思われる方もいらっしゃるか

もわかりませんが、姫路市とか阪神間のよう

に、進んだ大きな施設があるわけでもないこ

の小さな太子町にとっては非常に障害児を持

つ保護者の方に喜んでいただいているものと

いうふうに私は理解しております。今ちょっ

と思うのは、その程度でございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 太子町で施策と言いました

のは、例えばけさもテレビ見とったんですけ

ども、大阪府の橋下知事が国に対してはっき

り物言いよると。私もあれも一つのその地方

の自治体の特色やと思うんですよ。言いにく

いことをはっきり言うていくと。それが町民

のためというか、大阪の場合は府民のためや

という、これも一つは私はそういう特色を出

すのも太子町の特色と。 

 今ちょっと言われたけど、私は給食、これ

はいろいろ私は私なりに調査すると、太子町

の給食というのはやっぱり中学校から保育園

まで、幼稚園ですか、までというのは、これ

は誇れるんと違いますか。誇れる言うたら大

げさですけども、自慢していいと、そう思い

ます。ですから、案外自分たちのことという

か、身近なことは気がつかないということが

あるんやないかと思うんですけれども、一遍

自分の周りを見回してみて、いいとこ悪いと

こというのは検討してみる必要があるんやな

いかと思います。 

 それで、その家屋の調査委託料なんですけ

れども、これも資格持っとう人が僕は資格な

しで、例えば１人責任者がおって、あと二、

三人資格のない人に指示をしながらやるとい

うその調査の仕方もありますし、阪神・淡路

のときの地震の後みたいに資格を持ってる人

が一人ひとりずっと点検していくというよう

なやり方もあるんで、どんな委託、これ中身

さっぱりわからんのですわ。それはだれにど
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ういうふうに委託をして、どういうふうなこ

とをやろうとしとんのかというのは、それは

こんなん質問せんと、やっぱり提案のときに

きちっと説明すべきやと思うんですね。こん

ないたずらに今こんなやりとりするような不

要な時間をなくするような、そういう説明を

していただきたいと思います。再度お尋ねし

ます、そのことについては。 

 それから、下水道の点検管理ですけど、こ

れ目のとこで見てもらったらわかるんですけ

れども、ふるさと雇用対策費になっとるでし

ょう。これふるさと雇用対策と何の関係があ

るんですかな。 

 金使うたら、そらだれかが仕事できるよう

になるから、それを雇用と言うたら雇用です

わね。そうやないでしょう。この法律のでけ

た趣旨というのをわかっとってないんと違い

まっか。これ業者が事業が増えたというだけ

で、例えばほんならこの業界、点検事業をす

るような業界というのは今へたってまいよん

ですか。ほで、それを何とかその業界を助け

ると、補助すると、いやいや、アメリカのＧ

Ｍでもへたるんやから、そりゃ国が国家予算

出して救うんやから、それはそれでええんで

すよ。その辺はやっぱりもっとはっきりして

もらわんと、とにかく金があるんやさかいに

どこへ使おうかと、とりあえずここへでも使

うとこかと。こんな金の使い方さっぱりいか

んと思うんやけどね。もう再度お尋ねしま

す。 

 それから、ＮＰＯについても、ＮＰＯに私

もかかわってからもう７年になるんですよ。

でね、いろんなとこへ事業計画を出して、行

政にこういうことをやりませんかと、今行政

がやりよんやったら100万円かかるやった

ら、うちらＮＰＯがやったら10万円か20万円

で済みますよ言うていっても、なっかなか壁

は厚いですわ。何でやろなと、こんなんやっ

たらその経費が浮くというのに頑として受け

付けんというのはいろんな今までのその仕事

がなくなったら困る人とか、聞きよったらい

ろんなしがらみがあって、ええことわかっと

んやけどもなかなか取り組めないということ

を言われるんですけれども、要するにコネが

ないやないかというのがつまるところそうい

うことなんですわ。 

 それからいうと、今僕びっくりしたんは、

決算書も何にも中身わからへんけど、とりあ

えずやりよってやさかい150万円出したとい

うのなんて、こら驚きやな、そやけど。こん

なん聞いたことない。どんなコネがあってや

りよってんか知らんけども、普通あり得んこ

とをしょってでっせ。いや、太子は知りまへ

んで、そやけどよその行政ではあり得ん話

や、これは、ほんまに。かなりの審査があっ

て、あんたとこ何年のどこでどういう実績に

あるんやまでがあっと言われて、もう３年、

５年の実績を持っていってもなおかつなかな

か難しいというのが、このＮＰＯと行政との

つながりなんですよ。それがほんまに書類審

査も何もなしにＮＰＯや言うだけでぽいと

150万円も出たというのは、これはちょっと

驚きですわ。その辺もうちょっと詳しく、何

でいとも簡単に、ほいでほんまにこれずっと

続くんかね、継続かね。我々行ったら、あん

たとこ偉そうなこと言うけども、５年、10年

先にはあのＮＰＯあるんかいなと。そんな１

年や２年でやめるようなとことはちょっとな

と、取り組めへんでと、ほんまこんな話なん

ですわね。私とこもう７年やっとるけど、そ

れでもまだそんなこと言われるわけや。その

辺はもうやっぱり、その辺の話し合いという

のか、ＮＰＯの方とのやりとりというのはど

んなとこで150万円の補助金も出してもいけ

るということをされたのか、もうちょっとそ

の辺のいきさつについて詳しくお尋ねいたし

ます。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、委託料の

関係でございますが、まず一つの例をとりま

して、説明をさせていただきます。 

 家屋一棟調査でございますが、この目的と

いたしましては太子町全域を対象として家屋

課税について的確な現状把握を行う。そのた
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めに既存資料及び現地調査により確認すると

いうことでございます。 

 そのやり方といたしましては、家屋のマス

ターデータがございますが、これを職員が現

況の建物リストをそこから抽出いたしまし

て、現況地形図、それに家屋図、そういった

家屋情報をまず記載をいたします。その記載

したものをもって整理したその図面をもと

に、まず雇用する調査員が建物につきまして

現地に出向きまして調査を行い、その結果を

内容別に整理をいたします。そして、その整

理をした内容をまとめたもので現在あるデー

タの修正を行うということで正しい課税をや

っていこうということでございます。 

 一つの例をとりまして、説明をさせていた

だきましたが、こういった内容でもってする

ということでございます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 下水道施設の

委託料の件でございますけども、これがふる

さとの雇用対策費としましてその趣旨に合っ

てないんではないかというお話でございます

けども、ふるさと雇用再生特別基金事業とい

いますのは、地域内にニーズがあり、かつ今

後の地域の発展に資すると見込まれる事業の

うち雇用継続が見込まれる事業におきまして

地域の求職者等を雇い入れてということでご

ざいますので、今回先ほども言いましたよう

に、プロポーザルということで委託、もしく

は指名競争入札になるんか、ちょっとそこま

でまだ決まっておりませんけども、その中に

は当然地域の求職者ということが条件となっ

てきます。ですから、そういうことの中でそ

ういう施設の資産の見方とか、そういうもの

につきましてはいろいろ勉強していただく中

で今後も雇用機会があるんではないかという

ことで、特に国の言うふるさと雇用再生事業

と合致してるというふうに考えております。 

 それと、先ほど来ＮＰＯの問題が出ており

ますけども、これにつきましては、先ほども

言いましたように、川島地区での農園事業を

20年度から実施されております。ですから、

そのときにもいろいろと協議し、いろいろ中

身等をチェックした中で20年度からやられて

るということでございます。今回につきまし

ても、これにつきましても、要は２月ごろか

ら担当課と協議されたその中で、いわゆる県

との協議もやっておりまして、十分やってい

けるというふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 くどくど言いませんけど

も、やっていけますとか、あなたの感想を聞

いとんと違うんで、そんな感想を聞いたてし

ゃあないんで、具体的にやっぱりきちっとそ

の数値の上でやるとか、実績はええとしても

やっぱりそれなりの資料と計画書、銀行が金

貸すんと一緒ですがな、計画書が５カ年なら

５カ年間の事業計画書なかったら金貸せへん

やん。同じこってすわ。これはもう金貸すん

と違うてやるんやからね、補助金やから。も

っと厳格なやっぱり何がなかったら、事業、

これうまくいかなんだら払うてくれという金

と違うでしょう。だから、もうちょっとその

辺は部長の感覚で物を言うんじゃなしに、や

っぱりきちっと書類をそろえた上での、そう

いうその実績といいますか、実態を調査した

上、調査というか、きちっと文書に残してお

かんと、あのときはああやというんでは後に

なってからまた変なやりとりをせないかんの

で、きちっとしてほしいと思います。それは

もう言うときますわ。だから、来年度からは

もう少しきちっとした対応をしてください。 

 それから、その下水道の施設点検委託、こ

れほんまに、ハローワークと違うんやから何

やけども、町民の雇用を生み出すためのお金

に何か使ってもらったら一番ありがたいんや

けども、そういうふうなことは無理なんです

かね。こういうことをやること、だから例え

ば1,000万円の金を使うことによって3,000万

円、5,000万円の波及効果があるというよう

な金の使い方、平たく言うたらそういうこと

なんですけれども、そんなことは考えられた

ことがあるのかないのか。それとも、それは
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もうそういうことは検討に値せんと思われる

のかどうか、その辺だけお尋ねします。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 市民農園の件につきましては、やはり県

の、いわゆるその団体が県のほうにも赴き、

いろんな協議をした中で県のほうも現時点で

はおおむね了承されておりますので、後は正

式な申請でもって処理をするということにな

ろうかなと思います。 

 それともう一点、ふるさと雇用再生の件で

ございますけども、これにつきましては地域

の求職者等の雇い入れということが絶対的な

条件になっておりますので、これを採用させ

ていただいたと。また、今上田議員が言われ

ました一つの事業をすることによって２倍、

３倍の雇用が増加するとか、そういうことが

現実的に望ましいことではあるんですけど

も、このふるさと雇用再生特別基金事業につ

きましては地方公共団体によります直接実施

はできません。そうした中で、いわゆる法人

等に委託というのは条件ということになって

おりますので、今回はこういう形になったと

いうことでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 清原良典議員。 

○清原良典議員 ただいまの11ページのふる

さと雇用対策費の件についてお伺いします。 

 委託料がこの２つの項目、下水道関係と下

の段の出土遺物整理活用作業委託料に分かれ

とんですが、1,044万円、大まかに金額的に

どのようにわかれておるのか、１点お尋ねし

ます。 

 それと、今先ほどの部長の説明で、私も途

中からわかった次第ですが、地域の求職者の

雇い入れが絶対条件であると。当然、この２

つの委託料両方ともに当てはまるはずなんで

すけども、例えば１名そういう方を雇い入れ

るんであってもそれが適用されるのか。悪い

こと考えればいろんなことを悪用される経営

者の方もおられるんですが、１名でも通るん

か、３名以上やなかったら通らんのか、それ

が２点目。 

 ３点目、その下の段の出土遺物整理活用作

業、これの内容についてもう少し詳細にお尋

ねをいたします。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 おおむねの大体の金額ということでござい

ますが、下の出土遺物整理活用委託料につき

まして約300万円、上段が残りということで

ございます。 

 それと、人数につきましては、これは決め

がございまして、先ほど総務部長が言われま

したように、いわゆる地域の雇用者が何割以

上という条件の中でこの事業が成り立つとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 下の出土遺物整理

活用作業事業です。これは文化財の出土品が

たくさん体育館の下に保存されてる状態で整

理ができてない状態できております。その分

新しく以前の分を整理していこうという事業

でございます。これも、前にもこういう事業

がございまして、それは直接雇った事業でご

ざいますが、今回については業者を介して

と、ですから民間業者を通しての作業になる

ということでございまして、これにつきまし

ては私どもでは今のところ２名の作業ぐらい

が要るだろうと、人数的には。それと、消耗

品関係を含めて、写真撮ったり、そういうい

ろいろなラベルはったり、そういう作業があ

りますので、それを含めた作業委託を実施し

ようという考え方でございまして、これにつ

きましてもその民間業者、そこからまた民間

業者はハローワーク等で人の設定をしていく

といいましょうか、お願いしていくというよ

うな格好になろうかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 清原良典議員。 
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○清原良典議員 出土遺物整理のほうはわか

りました。 

 冨岡部長に再度お尋ねしますが、もう少し

深く何割以上を雇わなあかんということを言

われましたが、その辺今この場で難しいです

か。難しいんであれば後日でも結構ですけど

も、どうもちょっとわかりにくいんですけれ

ども。例えば、今現在10人の社員を持っとる

とこに２割である２人以上を新規に雇い入れ

るとか、３割である３人以上を雇い入れると

か、その辺の数字的なもんがわかれば教えて

いただきたいんですけども。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 今回、これは基本的にこの委託内容に関し

まして、ですから会社とは基本的には直接全

体の社員とは関係なく、要は今回の委託内容

につきまして委託費に占める人件費割合が２

分の１以上、ですから今回の委託の中身を限

定したという考え方でございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 先ほどの自然学校の件につ

いてちょっとお尋ねします。 

 整理しますと、昨年までは各小学校とも５

泊６日で行われていたと、鉢伏山、氷ノ山だ

と思うんですが、今回この予算書に上げられ

ております理科おもしろ推進事業の絡みがあ

ると思うんですが、今回太田小以外は４泊５

日、それから太田小は５泊６日、この１日の

違いで多分その理科おもしろ推進事業がつい

てくるんかなと想像はするんですが、その４

泊５日になった場合にどういう部分がなくな

ったのか、今までの５泊６日に比べて、昨年

度まで。 

 じゃあ、５泊６日というのは今までどおり

の昨年までと同じスケジュールなのかどうか

というその辺の関連をちょっとお尋ねしたい

んです。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 自然学校関係のお

尋ねでございます。 

 今まで、各小学校にこれは補助金としてお

渡しして、それらの各学校で工夫をしなが

ら、同じ統一したもんじゃなしに学校でどう

いう内容、いわゆるメニューにしていくかと

いうことを考えて実施されておられるわけで

ございまして、ですから中身はどうかと言わ

れましても、私どもの教育委員会ではどの部

分が、ですから学校によっては違うというこ

とでございますので、お願いしたいと思いま

す。 

 それと、その５泊６日から１泊減ったとい

うことで、それは理科おもしろ推進事業と、

またこれは違うことでございます。この理科

おもしろ推進事業といいますのは、これは今

まで県の教育委員会のほうが直接事業主体と

なりまして、19年度からですけども、各学校

に直接委託しておった事業でございます。そ

れが今年度から町のほうへ委託金として来て

るわけで、町でお願いしますというような事

業でございます。 

 これにつきましては、当初は斑鳩小学校と

龍田小学校をこの事業として２校を充ててお

ったわけですけども、事業を実施するに当た

りまして県のほうから再度確認といいましょ

うか、そういうのがございました。私どもと

しては全校、小学校全部この事業をしたいと

いうことで、今回につきましては石海小学校

と太田小学校を追加していったと、こういう

事業でございます。対象は５年生から６年生

の生徒を対象ということでございまして、内

容的には、ですから一般的に今、例えばちょ

っと高度なと言いましょうか、そういうおも

しろいような実験、ですから大学の教授を、

例えばお願いして、ちょっとおもしろいよう

な格好の工夫をしていただいた実験をわかり

やすくしていただくと、そういうふうなこと

を考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（熊谷直行） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 大体わかりました。そのと

きに理科おもしろ推進員賃金が66万円と出て

おりますが、これが今さっき言われた、例え

ば大学の先生呼んできたときと、そういう謝

金みたいな感じの、そういう賃金になるわけ

ですか。それだけちょっと。 

 それと、この理科おもしろ推進事業ですけ

ども、何日間予定で考えておられるんです

か。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） まず、ここの報償

費がございます。これ８万円。ここが大学の

教授等の謝礼ということでございまして、こ

れは２回分をお願いしてます。それの２校と

いうことでございますので、８万円でござい

ますが、単価が２万円。１回来ていただいた

ら２万円になると。 

 それと、賃金のほうですが、ここにつきま

しては、その大学の教授だけでは到底できま

せんので、グループに分かれるとか、そうい

うところには補助員が入っていくというよう

な格好で、その補助員の賃金が66万円という

ことで、これは時間当たり1,000円で60時間

分、それが11クラスということでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 今それぞれ質疑があります

が、3,871万4,000円の追加補正と、こういう

ことでありますが、今次補正は当初予算で計

上し切れなかった財政的な事情もあり、し切

れなかったりしなかったりした住民生活の支

援とか、あるいは住民団体を含めて住民要求

等で必要な予算を計上すべきだと私は思うん

ですが、これらにどう対応してきたか、一つ

は説明を求めたいと思います。 

 それから、子育て支援対策の社会福祉法人

の助成に関することでありますが、これも実

際には一つの事業としてこれまでもやってき

ておるそういう中で、いわゆる太子町の社会

福祉法人の助成に関する条例に照らしての補

正かどうか、そういうこともあわせて説明を

求めたいと思います。 

 それから、臨時事務員の賃金を計上をして

いるわけですが、これ自体は具体にどういう

仕事をするかという点で目的と業務内容の説

明を求めます。 

 それから、先ほど来質疑がありますよう

に、委託料の関係で1,231万3,000円を計上し

て、家屋の一棟調査あるいは現況確認、公図

照会、こういうことも説明があったわけです

が、それぞれ実際的には業者に委託をして、

そのことによってこの経済対策が、雇用対策

が推進できると、こういうようなことを言っ

ているわけですが、通常からいきますと、課

税の客観的な根拠を整理することですから、

日常的に行うべきもの、それが一時的に委託

を通じて雇用の拡大につながるというよう

な、何か遠回しな説明なんですけれども、結

局今も言われているように、一部の業者、そ

れぞれ委託すべき業者がおると思うんです

ね。もうこれ決まった話じゃないんですか

な、具体的に言うたら。そういうところにお

金を出すから、例えば家屋の一棟調査の場合

は８名中で新規に６名を雇用して、この趣旨

にこたえてくれというてお金を渡すという、

こういう性格ですかね。だから、その辺のと

ころはもっと私は、先ほど来出ているよう

に、頭のふるさと雇用対策も同じなんですけ

れども、国やら県が言ってることそのままそ

のとおり使う、ほいで前にも出ておりました

ように、出土品の整理、あるいは今回は出土

品の整理を上げとるようですけども、文化財

の発掘調査のために使った例がありますけ

ど、そういうように一時的に一部の雇用を拡

大するというのが本旨じゃないと思うんで

す。やっぱり恒常的にこれが一つの起爆的な

要素を持って将来にわたって雇用の拡大につ

ながっていくような、また地域経済の発展に

つながっていくようなものでなければならな

いと、こういうことを思うんです。だから、
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町が一つのこれまでやってきてる施策の延長

線上のものを新たに施策を起こしたりして、

その施策の充実のためにこれらのものが使わ

れていくということが後々に広がりをもって

いくものだと思うんですね。そういう取り組

みを何でしようとしないか。私は今も何名か

の議員の質疑を通じてもよくわかりません。

だから、これらのことについてはしっかりと

説明を求めたいと思います。 

 それから、ふるさと雇用対策のところでも

下水道の施設管理についてもですが、資産台

帳の整備というのを実際上公営企業法を適用

させようとするような意図が見られるわけで

すが、やはり日常的にやっぱりこれも特別会

計であろうと何であろうと資産の実態、物を

つかんで、その上で整理をしておかなきゃな

らないこと、これ恒常的なものであります。

そういう点からも委託にのみ頼るっていうよ

うなやり方、たまたまふるさと雇用対策とい

う形で出てきたもんだから、それにちょい乗

りするというようなことではなくて必要な施

策として位置づけて、後々にも遺漏のないよ

うな取り組みをすると、こういうことでない

かと思うんですが、それらのことについて再

度それぞれ説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、課税家屋

の調査という分でございますが、これにつき

ましては日常的には正しく把握できるように

は職員も努めております。建築確認等いろん

な形での確認をしている中でやはり太子町に

もかなりの戸数がございますので、漏れてる

部分とか、そういったものがございます。そ

のためにも今回こういった機会を利用してさ

せていただくということでございます。 

 まず、この緊急雇用というのはもともと国

のほうが打ち出しております非正規労働者、

中高年齢者等に対する一層の雇用調整の進行

が懸念されることからこの県に対しまして公

金を創設し、その県の基金をもって各市町が

事業を行うということになっております。そ

して、地方公共団体が民間企業、シルバー人

材センター等に事業を委託等して非正規労働

者、中高年齢者等の一時的な雇用、就業機会

の創出及びこれらの者に対する生活就労相談

を総合的に支援するということで、一時的と

いうことがはっきりとうたわれておりまし

て、そういったものに基づきまして、町のほ

うとしましては各課から事業を抽出いたしま

して、県のほうに対しましてヒアリングを受

けて許可をいただいたということでございま

す。したがいまして、この緊急雇用に対しま

してはあくまでも一時的な雇用ということが

うたわれておりますので、それにつきまして

は問題ないかと思っております。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） お尋ねの子育

て支援対策の関係でございますが、これは国

のほうの子育て支援対策臨時特例交付金に基

づきますものでございまして、それぞれの都

道府県に基金という形でもって交付をされ、

その中でいろいろな整備事業があるわけです

けれども、その一つ、保育所緊急整備事業と

いうことでの今回の事業でございます。この

補助率といいますか、負担率といいますの

は、その交付金要綱、また基金条例の事業の

中で定められておりまして、国が２分の１、

市町村が４分の１、それから保育所、俗に言

います事業所が４分の１という補助率、負担

率ということになっておるということでござ

います。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 臨時事務員賃金の内容でございますけど

も、これにつきましては下水道未接続の家に

対しまして調査、つながれていない理由と

か、いろいろ接続に対しての啓蒙とか、そう

いうことをやっていただく方の賃金でござい

ます。 

 それともう一点、ふるさと雇用の関係の下

水道施設管理は資産については日常からの問

題ではないかということではございますが、
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この件につきましてはやはり将来公営企業法

適の関係もございまして、工事年月日、場

所、それから材質、それとそれに伴います金

額、こういうことが当然公営企業法を適用す

る場合に減価償却等、また資産減耗とかも影

響が出てきますので、そういう資料を作成

し、今後公営企業法適の準備を進めていくと

いったことでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 教育委員会の。 

 ちょっと答弁わかりませんか。 

 ちょっと桜井議員、座ったままちょっとだ

けもうちょっと。 

 財政課長。 

○財政課長（香田大然） いつも補正予算の

ときにそうなんですけども、もちろん当初に

できなかったということも一つはある補正も

ございますし、緊急的なことで上げなければ

ならない補正もございますし、例えば当初で

きないっていう場合に、当初で自主財源でも

ってできなかったけれども、後ほど補助がつ

いたから補正とか、いろんな考えがあります

ので、当初にできなかったことを上げるのが

補正予算ではございませんので、ご理解をお

願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私はそんなこと言うとりゃ

へんのやわ。補正っていうのは必要な財源を

より確保に努めて、その上で今の時期に当初

にも積めなかったり、住民要求があったけれ

ども具体化できなかった、そういうものにつ

いて今補正をしていくというのが大事なこと

ではないかと、財源の許す限り。私はそない

言うとんですよ。だから、そういう気がもと

もとなかったから、結果としてはそういうこ

とになったんだと判断せざるを得ないんです

けどね。ただ、すべて今のことについても従

前から手がけていくべき施策、そういうもの

に今回の国や県の制度が出てきている補助な

んかの事業、そういうものを乗せながら従前

の施策を拡充すると、そして今後に持続させ

ていくというような姿勢が本来必要やと私は

思うんです。それがないから一時的なもので

一時的に終わるようなもので、とりあえず必

要と考えられる、そういうものを抽出して県

のヒアリングを受けたと、今のような話にな

りますわね。だから、計画性も何もない、た

だそういうような取り組みをするからおかし

んだと思うんです。そういう点についてはほ

とんどこの中には私はないように思うんで

す。 

 それから、最初に子育て支援の問題も基本

的には町の社会福祉法人の助成に関するもの

に乗っかっていないと、将来にわたっていろ

いろ福祉法人の整備に関しても問題が出てく

ると思うんで、それとの整合性はしっかり図

っておくということが大事だと思うんです

が、その点は国の補助でこれを行うから番外

と、そうじゃないと思うんですね。格差がな

いように、遺漏のないようにするということ

で助成の条例もつくっとんですから、本町の

規定との整合性はしっかり図らないけない

と、こういうふうに思うんです。その点も大

事だし、それから臨時事務員の賃金も一時的

なものとしてとりあえずは行うということな

んですが、仕事としてはこれは後々まで続か

ないといけない問題でしょう。人を充てる

か、しかし業務としてどういう配置で仕事を

するかによるんですけど、今賃金として説明

した業務も当然日々行うべき事務、そういう

ことですから、これらに一時的に金を使うと

いう姿勢がありありと見えるようなものです

が、そうではないんですか。 

 それから、そのほかのことについても、今

のこの委託料の関係は業者を挟む、そして業

者についてもほぼ、例えば1,231万3,000円の

中の家屋調査あるいは現況調査、公図の照会

調査、それぞれもう決まった業者に金を払っ

てこういうものをやろうと、それだけのこと

と違うんですかね。だから、それぞれどうい

うふうに金を配分するかまで決まってもうと

ん違うんかいな。だから、こういう金額が出

てきたりするんじゃないですか。それも説明
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を求めたいと思います。 

 それから、ふるさとの関係では300万円と

700万円余りというようなことでありました

が、これも常時やっておかなきゃならない仕

事としてであり、ほんで出土品の整理も今こ

の時期にこれをやらなあかんという理由はな

いと思うんですね。だから、ほかに太子町の

場合はもうこれらの金はどうも使いにくい、

使えんと、こういうことからこうなっとん

か。それらについて再度説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 冒頭のご質問でご

ざいますが、確かに住民要求があれば財源の

許す限り事業を展開、また拡充というのは、

これは当然のことであります。ただ、もう桜

井議員もご承知のところなんですが、なかな

か自主財源の伸び、交付税の減、交付税の減

どころか本年度につきましては臨時財政対策

債の倍増といったような地方財政、国財政も

借金まみれという言葉が適当かどうかわかり

ませんけども、そういった臨時財政対策債の

倍増をもってでもしなければ予算が組めない

といったような状況でございます。ですか

ら、もちろん潤沢な資金があればこれからも

従前の施策を拡充していくなり、新規施策を

展開するなり、いろんなことは可能だという

ふうに考えております。 

 それから、これは一般論でございますが、

今次補正のこの緊急的なところでもってふる

さとなり雇用なりのところは、国の地方財政

対策ということでございますんで、これはも

う緊急に今次補正として提案をさせていただ

いたというところでございます。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 委託料の件でご

ざいますが、あくまでこの緊急雇用といいま

すのは、離職者のための短期的なつなぎ就業

にふさわしい事業というような形でございま

すので、後々ほど継続してやっていくという

ものではございません。あくまでその６カ月

なら６カ月の期間において一つの成果が出る

というものでございます。 

 それと、業者につきまして決まっているの

でないかということでございますが、これは

まだこれからの業務でございます。ただ、こ

ういった家屋調査、公図照会、そういったも

のに対しましてはやはりそういう業者選定に

当たりましては最終的には安くやっていただ

けるというところを選びますので、おのずか

らそういった方向性になろうかと思います

が、現在のところそういうものはまだ確定は

しておりません。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 臨時事務員の

件でございますけども、これは従来から委員

会、本会議等でご質問等で何回も言われてま

した件の今回実施するものでございます。で

すから、これにつきましてもやはり一応ある

程度データを集積した中で今後もその中身の

中から判断しながら調整していかなければな

らないんではないかというふうには考えてお

ります。 

 それともう一点、ふるさと雇用対策費の中

の下水道施設の関係でございますけども、こ

れにつきましては、先ほど来説明いたしてお

ります法適事業が現在県、国のほうからも進

めるようにという話が出てきております。こ

ういった中で22年度までに法適化が完了する

予定が19団体、以前は四、五団体だったと思

うんですけども、やはり法適化が進んできて

おります。これといいますのも、健全化の関

係で連結決算等のこともございまして、下水

道事業の法適化を進めるということで今回こ

ういう形でふるさと雇用対策費の中で計上さ

せていただいておりますのも、いずれこうい

う事業も近いうちにはする必要があるといっ

た中での今回の補正ということでございま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 
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  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第３４号 太子町税条例 

       等の一部を改正する条例の制 

       定について 

○議長（熊谷直行） 日程第２、議案第34号

太子町税条例等の一部を改正する条例の制定

についてを議題とします。 

 本案については、６月４日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 税条例に関しては付託も受

けますのでそこでいいんですが、一応全体的

に今回の税条例で既に専決を行ったりした部

分もあるわけでありますが、この条例全体の

改正でそれぞれ関係条項と具体的な事項が課

税の事項があるわけでありますが、これで予

想される納税者、それから税の増減につい

て、税っちゅうのは個々の費目についてどう

いう対象者が存在し、どういうふうに税が増

えたり減ったりするか、そういうことを具体

のこの費目にそれぞれの条項に基づいて、例

えば長期の住宅の普及に関するとことかいろ

いろあるわけですけども、これには対象がな

いならない、あるならある、どの程度どうな

るっていうのはその説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、この税条

例の改正につきましてはそれぞれ年金の特別

徴収、住宅ローンの特別控除の制度、それと

土地の長期譲渡所得における特別控除、上場

株式等の配当に係る軽減税率とか、そういっ

た大きなものがございます。 

 まず、年金からの特別徴収でございます

が、これにつきましては20年度の課税状況か

ら65歳以上の公的年金の対象者としまして約

2,540人を今のところ把握しております。そ

れの中で実際のこの年金のみの税額というこ

とになりますので、年金からの特別徴収する

対象者としましては約2,380人ほどを現在見

ております。 

 それと、住宅ローンの特別控除でございま

すが、これはちょっと把握というのはなかな

か難しく、20年度で町民税の課税におきまし

て把握している人数が約800人でございま

す。金額的にはその特別控除を行った方が

800人で、金額は2,570万円程度でございま

す。 

 それと、上場株式の関係になりますが、第

３条ということでございますが、これにつき

ましては申告というのが必要ございませんの

で、義務づけられておりませんでしたので、

20年度の所得税の申告者、これは配当所得の

申告者数が210名、それと譲渡益の申告者数

が25名という数字を把握しております。ほと

んどの方が申告される方は還付ということが

ございますので、そういった方が申告されて

おります。本当のその対象者の人数というの

はなかなか把握はできません。今現在把握し

ております部分につきましてはそういったと

ころでございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第34号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり総務常任委

員会に付託することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、議案第34号は総務常任委員会に

付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第３５号 太子町国民健 

       康保険税条例の一部を改正す 

       る条例の制定について 

○議長（熊谷直行） 日程第３、議案第35号

太子町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。 
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 本案については、６月４日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 この件につきましても今回

改正の経過が町税法の改正で出てきているわ

けでありますが、既に介護保険の関係では限

度額の引き上げをしてきた経過があるわけで

すが、これも改正内容に沿ってそれぞれどう

いう影響を受ける、いわゆる保険税の納税義

務者等、それぞれ影響の内容について説明を

求めます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） このたびの地

方税法の改正によりまして、今回上程をさせ

ていただいとんですが、この内容につきまし

ては、まず譲渡所得、これも特定の譲渡所得

でございまして、平成21年１月１日から平成

22年12月31日までの間に取得の関係がある土

地でございます。これにつきましてはどの程

度の影響ということですが、これからの新た

な1,000万円控除が入ってくる分でございま

して、これから少なくとも５年先になってま

いりますので、その影響というのがちょっと

はかられないということでございます。 

 それと、大きな改正の２点目でございます

が、先物取引に係る改正が入ってまいってお

ります。これにつきましてはカバードワラン

トといいまして、金融商品の名前でございま

すが、これがその対象に追加になったという

ことでございますので、これにつきましても

どれほどの方がこれによって所得として上が

ってくるのか見込みがまだわからないという

ことでございます。 

 それと３点目が、上場株式等の配当等に対

する課税の見直しの中で申告分離課税制度が

創設をされました。それが今回の３点目の内

容でございますが、これも先ほど総務部長が

申しましたように、なかなか配当の申告の状

況と申しますのが、これまで今回の制度につ

きましては全くつかめないといいますか、予

測が立たないということでございまして、影

響につきまして現在のところはかられないと

いうことでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第35号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、議案第35号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 お諮りします。 

 ６月10日から６月16日まで委員会審査のた

め本会議を休会したいと思います。ご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、６月10日から６月16日まで本会

議を休会することに決定いたしました。 

 次の本会議は６月17日午前10時から再開し

ます。 

 本日はこれで散会します。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午前11時36分） 

 

 

 

 


